
新型コロナウイルス緊急支援パッケージ施策（案）
～ 村民の命と暮らしのために ～

新型コロナウイルス感染症の影響による所得の減少や生活困窮などに着目し、また、国の交付金制度を活

用し一部前倒しを行いながら、総額６億円超の「村でできること」や「村でしかできない」支援施策をまとめ

ました。 支援制度の詳細については、議会議決後（5月22日）にお知らせします。

給付金支援

◆子育て世帯応援給付金事業
◆ひとり親家庭応援給付金事業
◆妊婦応援給付金事業

減額・減免支援

◆国民健康保険料の特例減額
◆国民健康保険料の減免
◆後期高齢者医療保険料の減免
◆介護保険料の減免
◆水道の基本料全額減免
◆税の徴収猶予
◆家庭ごみシール貼付の免除

高齢者支援

◆ひとり暮らし高齢者安否確認
◆健康グッズ支給事業
◆マスク配布事業

事業者支援

◆休業要請支援金事業
◆医療機関・福祉施設へのマスク配布事業

子育て支援

◆村立小学校の校庭開放
◆学校給食無償支援活動事業
◆学校の臨時休業に伴う学習等への支援事業
◆図書室等パワーアップ事業

◆図書カード配布事業
◆感染予防機器整備事業
◆マスク配布事業
◆子育て電話相談・情報発信

村民生活支援

◆緊急雇用創出事業
◆感染「ゼロ」マスク配布事業
◆公共施設感染予防事業
◆新型コロナウイルス対策情報発信事業

◆防災備蓄事業
◆健康体操推進事業
◆図書の予約貸出事業
◆電話・オンライン診療事業

緊急支援事業

先行して実施したコロナウイルス感染症対策一覧

●感染症予防対策 マスクの購入

事業費 40万円第１弾

●保育施設への感染症予防備品補助
●村民に配布する感染症予防 マスク６万枚購入

事業費 470万円第２弾

感染症予防対策 マスクの購入６万枚購入

事業費 403万円第３弾

第４弾 事業費 ５億3,103万円
●特別定額給付金 ●子育て世帯臨時交付金
●休業要請支援金（府・村共同）

『第5弾 事業額１億円』

※ いずれの事業も国の交付金制度を活用した事業



子
育
て
支
援

村立小学校校庭開放
運動不足やストレスを解消するため臨時登校時に校庭を開放
■対象者：小学生

村施策

学校給食無償支援活動事業
小中学校の給食代を臨時休業解除から３カ月間全額助成を実施
■対象者：村立小中学生

村施策

学校の臨時休業に伴う学習等への支援事業
臨時休業解除から３カ月間、毎週土曜日に教員OBによる学習の支援を実施
■対象者：村立小中学生

村施策

図書室等パワーアップ事業
赤阪・千早小吹台小学校で移動図書室の実施、図書室等の蔵書を増やすことで外出自粛を促す
■対象者：小中学生

村施策

図書カード配布事業
親子の触れ合う機会の創出や健やかな心の健康維持増進を図るため図書カードの配布を実施
■対象者：国や大阪府の支給対象外となる０～５歳児

村施策

感染予防機器整備事業
感染症予防対策として村立小・中学校の教室等と学童施設に空気清浄機や赤外線体温計を整備
■対象者：小・中学生

村施策

マスク配布事業
感染拡大防止のため、児童扶養手当を受給しているひとり親家庭にマスクを10枚追加配布
■対象者：児童扶養手当を受給しているひとり親家庭

村施策

子育て電話相談・情報発信事業
子育て中の不安解消を図るため、電話相談や動画配信を実施
■対象者：就学前の子どもを持つ保護者

村施策

給
付
金
支
援

特別定額給付金事業
経済対策として家計への支援を行う 給付対象者1人につき10万円の給付を実施
■対象者：令和2年4月27日に住民基本台帳に登録されている方

国施策

子育て世帯応援給付金事業
国の子育て世帯に子ども１人1万円の給付に、さらに1万円を上乗せ給付
■対象者：国の子育て世帯臨時給付金を村から受給する子の保護者

国施策
村施策

ひとり親家庭応援給付金事業
学校の休業等で負担を受けているひとり親家庭に１万円の給付を実施
■対象者：児童扶養手当を受給しているひとり親家庭

村施策

妊婦応援給付金事業
経済的・精神的に負担の多い妊婦さんに2万円の給付を実施
■対象者：6月30日までに妊娠届を提出した妊婦さん

村施策

高
齢
者
支
援

ひとり暮らし高齢者安否確認、健康コールセンター事業
ひとり暮らしの高齢者に対し、看護師等による安否確認や健康相談を実施
■対象者：ひとり暮らしの高齢者

村施策

健康グッズ支給事業
外出自粛の影響を受けた高齢者に健康の維持・増進のため、健康グッズの支給を実施
■対象者：75歳以上

村施策

マスク配布事業
感染拡大防止のため、高齢者へマスクを10枚追加配布
■対象者：65歳以上

村施策

千早赤阪村
新型コロナウィルス対策本部 Tel.72－0081

＜問合せ＞平日9:00～17:30 http//www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp

◆ 支援制度の詳細については、議会議決後（5月22日）にお知らせします。
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国民健康保険料の特例減額
新型コロナウイルス感染症の経済的な影響を軽減するため平均1万円/人を特例的に減額
■対象者：国民健康保険に加入している世帯 （令和２年度のみ）

村施策

国民健康保険料の減免
収入が減少した世帯に対して保険料の減免を実施
■対象者：国民健康保険に加入している世帯

村施策

後期高齢者医療保険料の減免
収入が減少した被保険者に対して保険料の減免を実施
■対象者：75歳以上

府広域連合施策

介護保険料の減免 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、前年より

一定額減少した65 歳以上の被保険者に対して減免を実施
■対象者：村の介護保険第１号被保険者

村施策

水道の基本料金全額減免
水道料金の負担軽減のため半年間、水道基本料全額の支援を行う
■対象者：村内で給水契約を締結している全世帯

村施策

税の徴収猶予
収入が大幅に減少した場合、無担保・延滞金なしで１年間徴収猶予を実施
■対象者：納税義務者

国施策
村施策

家庭ごみ（もえるごみ）シールの貼付免除
外出自粛により家庭ごみが増えているため、家庭ごみ処理の負担を軽減（6月中）
■対象者：村民

村施策

事
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休業要請支援金事業
「休業要請・経営継続支援金（中小企業100万円、個人事業者50万円）」を交付
■対象者：休業要請に協力し、特に深刻な影響を被る中小企業・個人事業主

府・村施策

医療機関・福祉施設へのマスク配布事業
医療や福祉で従事する方を応援するため、村内医療施設・福祉施設にマスクを配布
■対象者：村内医療機関及び福祉施設

村施策

村
民
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活
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援

緊急雇用創出事業
解雇や雇止め、内定取り消し等で就労機会を失った村民の雇用を実施
■対象者：村民

村施策

感染「ゼロ」マスク配布事業
村民に10枚（一人当たり）マスクを配布し感染拡大防止により村民の生命を守る。
■対象者：村民

村施策

公共施設感染予防事業
役場庁舎をはじめとする公共施設等の感染症拡大防止対策を実施
■対象者：村民

村施策

電話・オンライン診療事業
国保診療所では、感染拡大防止のため再診の場合に限り、電話などで受診を受入れ
■対象者：村民

村施策

防災備蓄事業
避難所での感染防止のため、必要な備品の整備を実施
■対象者：村民

村施策

健康体操推進事業
外出自粛による運動不足解消のため、家の中や庭でできる「体操」を村HPで発信
■対象者：村民

村施策

図書の予約貸出事業
くすのきホール図書室で蔵書を増やし臨時の予約貸出を実施
■対象者：村民

村施策

新型コロナウイルス対策情報発信事業
新型コロナウイルスの情報を分かりやすく、速やかに情報発信を実施
■対象者：村民

村施策


